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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成20年6月19日(2008.6.19)

【公開番号】特開2006-308680(P2006-308680A)
【公開日】平成18年11月9日(2006.11.9)
【年通号数】公開・登録公報2006-044
【出願番号】特願2005-128405(P2005-128405)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ  37/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５５０　
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５３０　
   Ｂ６５Ｈ  37/04    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成20年4月25日(2008.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに画像を形成する画像形成部と、前記画像形成部の上方に配設された画像読取部
と、前記画像形成部と前記画像読取部との間に配設されたシート処理部と、これら画像形
成部、画像読取部、シート処理部を支持するフレームと、を備えた画像形成装置において
、
　前記シート処理部は、搬送されてきたシートが積載される積載部材と、前記積載部材か
らシート搬送方向に直交するシート幅方向の一側方に突出するように配設されて前記積載
部材上のシートを処理するシート処理装置とを有し、
　前記フレームのうちの、前記積載部材のシート幅方向の一側方に配設されて前記画像読
取部を支持する部分が、シート幅方向において前記シート処理装置とオーバーラップして
配置される、
　ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記シート処理部は、処理後のシートを第１の排出トレイ上に排出する第１の排出部材
を有し、
　前記フレームのうちの、前記積載部材のシート幅方向の一側方に配設されて前記画像読
取部を支持する部分は、シート搬送方向において、前記シート処理装置と前記第１の排出
部材との間に配設されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記画像形成部は、前記第１の排出トレイの下方に配設された第２の排出トレイ上に排
出する第２の排出部材を有し、
　前記第２の排出部材は、前記第１の排出部材に対し、シート搬送方向に沿ってほぼ同じ
位置に配設されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
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　前記シート処理装置が前記フレームに対して着脱自在である、
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記フレームは、前記画像形成部に対応する下フレームと、前記画像読取部に対応する
上フレームと、前記シート処理部に対応し、シート幅方向において前記シート処理装置と
オーバーラップする部分を備えた中フレームと、を有し、
　前記画像形成部と前記下フレームとが画像形成ユニットを構成し、
　前記画像読取部と前記上フレームとが画像読取ユニットを構成し、
　前記シート処理部と前記中フレームとがシート処理ユニットを構成し、
　前記画像形成ユニットは、前記シート処理ユニットを取り外した際に、前記画像読取ユ
ニットを支持する、
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記シート処理装置が、前記シートを針綴じするステイプラである、
　ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記ステイプラが、シート幅方向に移動可能である、
　ことを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明は、シートに画像を形成する画像形成部と、前記画像形成部の上方に配設された
画像読取部と、前記画像形成部と前記画像読取部との間に配設されたシート処理部と、こ
れら画像形成部、画像読取部、シート処理部を支持するフレームと、を備えた画像形成装
置において、前記シート処理部は、搬送されてきたシートが積載される積載部材と、前記
積載部材からシート搬送方向に直交するシート幅方向の一側方に突出するように配設され
て前記積載部材上のシートを処理するシート処理装置とを有し、前記フレームのうちの、
前記積載部材のシート幅方向の一側方に配設されて前記画像読取部を支持する部分が、シ
ート幅方向において前記シート処理装置とオーバーラップして配置される、ことを特徴と
する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　シート排出部１３は、トナー像定着後のシートＳを、３つの異なる方向に搬送する。す
なわち、第１に、第１フラッパ２６を上方に切り替えることで、第１搬送パス２７に導い
たシートＳを、第１排出ローラ２８によってフェイスアップ状態で第１排紙トレイ２９上
に排紙する。第２に、第１フラッパ２６を下方に切り替えることで、第２搬送パス３０に
導いたシートＳを、さらに第２フラッパ３１を左方に切り替えることで、第２排出ローラ
（第２の排出部材）３２によりフェイスダウン状態で第２排紙トレイ（第２の排出トレイ
）３３上に排紙する。第３に、第２搬送パス３０に導いたシートＳを、第２フラッパ３１
を右方に切り替えることで、上方のシート処理部３に供給する。
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